
「ういと見守とIシート」等を開いた命護福祉,X外の分野このネw卜η―クの構築(佐世保市)

○「ちいき見守リシート」や「社会資源情報誌」を活用し、介護福祉以外の分野と連携し、高齢者見守り
ネウトワークの構築を図つた。O「ちいき見守リシート」は高齢者のちょっとした変化に早期に気づくため
のツール○医療機関、薬局、金融機関、宅配業者、新聞・牛乳配達業者、商店、コンビニに「ちいき見
守リシート」を配布し、地域の中で見守り体制を強化した。
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長 崎 県

地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例

① 区町村名 佐世保市  (北部地域包括支援センター圏域)

②人口 (※ 1) 261, 928人 (58, 071人 )

平成 24年 4月 1日現在

③ 高 齢 化 率 (※ 1)

(65歳以上、75歳以上そ

れぞれについて記載)
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④取組の概要 「ちいき見守リシー ト」や「社会資源情報誌」を活用し、介護福祉以外の分野

と連携し、高齢者見守リネットワークの構築を図つた。

*「ちいき見守リシー ト」は、高齢者のちょっとした変化に気付き、民生委

員や地域包括支援センターに連絡をもらい早期の対応ができるように包括職員

を中心に関係機関と協力して作成した。

⑤取組の特徴 佐世保市北部地域包括支援センター管内の地域包括ケア会議で、学習会、事

例検討を進めていく中で、それぞれ関係者がお互いの役割を認識できた。また、

生活圏域会議を開催 し、圏域毎に高齢者が利用する機関や店舗などに協力を呼

びかけ、高齢者の見守り協力機関として共通の情報冊子を作成し関係団体が1青

報を共有することができた。そのことにより、社会資源のみにとどまらず、地

域からの個別ケースの相談も多く寄せられるようになった。

⑥開始年度 平成 23年度 (圏域会議の取 り組み開始年度 )

⑦取組のこれまで

の経緯

平成 19年より地域包括ケア会議を実施し、関係機関と情報交換等を行いネ

ットワークの構築をはかつていたが、地域の社会資源不足や社会的に孤立して

いる方の支援についての課題がだされ、各国域ごとの社会資源情報誌の作成と、

高齢者の異変に気付き早期に包括に連絡する仕組みをつくるための、「ちいき見

守リシー ト」を作成した。

社会資源情報誌の作成は、地域包括ケア会議の中で、活用できる社会資源 (配

食業者 aス_パ_、 商店配達・介護保険外の家事援助事業者.ボランティア・

病院 口訪間理美容等)を参加者にだしあってもらい、包括担当者と高齢者支援

センター担当者、民生委員が協力依頼のため各店舗を訪問し、「社会資源情報誌」

を完成し地域包括ケア会議の参加者に配布し活用してもらった。

平成24年度は、高齢者の見守り支援の強化を目的に各関係機関 (民生委員、

老大会、警察、社会福祉協議会、長寿社会課保健師)に よる地域での活動を紹

介し、高齢者の異変に早期に気付き包括につなぐためのツールとして「ちいき

見守リシー ト」を活用してもらうために、圏域ごとの医療機関、薬局、金融機

関、介護事業所、宅配業者、新聞、牛乳等の配達業者、商店 ロコンビニなどに

「ちいき見守リシー ト」を配布し、地域の中で見守り体制を強化した。

③主な利用者と人

数

民生委員、ケアマネージャー、高齢者に関わる関係者

③取組の実施主体

及び関連す る団

体・組織

主体 :地域包括支援センター (主任ケアマネ)及び高齢者支援センター (サ ブ

センター) 関連する団体 :民生委員会、居宅介護事業所、小規模多機能型居

宅介護～警察、郵便局、銀行、新聞販売店、介護保険施設、医療機関、タクシ

ー会社など
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長 崎 県

地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例

一部地域に限定 した実施の場合は、当該 の人口・ を (  )内に記載してください。
市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。
国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載

ください。

①市区町村の関与

(支援等)(※ 2)

関与あり。 (企画から聞与 )

予算なし

①国日都道府県の関

与 (支援等)(※ 3)

な し

⑫取組の課題 平成25年 4月 より4カ 所の地域包括支援センターから9カ 所に増設され委託

されたことから、1カ所の取り組みにとどまらず市全体に広げていくこと。

⑬今後の取組予定 地域包括支援センターが中心となって社会資源情報を見直し、情報の一元化を

図るとともに地域包括ケアシステムの構築を図つていく。市の問わりとして、

地域包括ケアシステム構築における行政の役割を明確にするとともに、ケアシ

ステムの構築に向けた取り組みが推進できるよう支援していく。

①その他

⑮担当部署及び連

絡先

佐世保市 保健福祉部 長寿社会課 高齢支援係

連絡先 :代表 0956-24-1111(内 線5326)

  

 



佐 世 保 市 老 人 福 祉 計 画

佐世保市介護保険事業計画

平成 24年 3月
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第3節 地域包括ケアシステムの確立

1 地域包括ケアシステムの概要

地域包括ケアを実現するためには、次の 5つの視点での取組みが包括的 l不可用者のニーズに応 じ

た①～⑤の道切な組み合わせによるサービス提供 )、 継統的 (入院、退院、在宅復帰を通じて切れ

目ないサービス提供)に行われることが必須となっています。

■ 地域包括ケアの 5つの視点による取組み ■

①医療との連携強化

・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
。介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施

②介護サービスの充実強化

・特別養護老人ホームなどの介護拠ザ点の緊急整備

・24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの倉J設など在宅サービスの強化

③予防の推進

・できる限り要介護状態とならないための予防の取組みや自立支援型の介護の推進

④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など

'一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増力日を踏まえ、様々な生活支援サービ

ス (見守り、配食などの生活支援や財産管理などの権利擁護サービス)を推進

⑤高齢期になつても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住まいの整備 (国交省

と連携)

・一定の基準を満たした有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅を、サービス付き高齢者向

け住宅として高齢者住まい法に位置づけ

撞
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3 本市における地域包括ケアの現状と今後の方針

(1)現状と課題及び今後の動向

①現状と課題

高齢者が要介護状態になつても、可能な限り住み慣れた地域において糸Ⅸ続して生活できるよう、

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケア」の実現に

向けた取組みを進める必要があります。

地域包括支援センターでは、医療と介護の連携として、在宅生活の支援が困難な方については、

居宅介護支援専門員などの専門職や民生委員など地域の支援者と担当者会議を行いネットワーク

の構築を図つています。また、施設や医療機関の入退所に際しては、必要に応じて、医療機関や施

設担当者と連絡をとり、継統的な支援を行つていますが、まだ十分とはいえない状況です。 ヽ

予防の推進としては、二次予防事業対象者に対して、健康教育や家庭訪問などで介護予防サービ

スの利用を促進してきましたが、対象者の把握が進まず、サービス利用者が少ない現状でした。平

成 23年度からは基本チェックリス トを対象者に郵送で配付し、介護予防が必要な方を早期に把握

し、介護予防事業の参加に結びつけているところです。

要支援認定者に対する介護予防サービスでは、要支援状態の改善、要介護状態への悪化防止を目

的とした予防給付が受けられるよう支援を行つており、介護度の維持向上が図れ、介護予防の効果

が現れてきています。

②今後の動向

今後は、医学の進歩により、急性期を脱した後も在宅での医学的管理が必要となる高齢者や、短

期間に病状が進行し看とりなどの高頻度の訪問ケアが必要となる方が増えることが予想されます。

また、認知症の早期発見 。診断により地域の見守りや生活支援が必要となり、成年後見制度の活用

が増えてくると思われます。

さらに、一人暮らし、高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加に伴い、相談内容が複雑化して

おり、相談窓日の強化と専門職員の人材育成や、見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サー

ビスの確保が必要になってきます。

一方、軽度の認定者が増加し、予防やリハビリの重要性が高くなつてきます。

(2)今後の方針

市町合併による市域の拡大や高齢者数が増加傾向にある中、地域包括支援センターが高齢者の

ニーズに応 じて医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケ

アにおける中心的役割を果たすため、よりきめ細かい支援体制の構築を図ります。

≪今後の対応策≫

・退院後に速やかに介護サービスを利用できるように、在宅医療を提供する医療機関との連携を

強化します。

・市民や関係者向けの成年後見制度の幅広い活用のための啓発活動を行つていきます。

・介護予防を促進するために対象者にあつた介護予防事業の見直しを行うとともに、自立や社会

参加意欲の高い方に対し、社会参加や活動の場を提供していきます。
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